
○ 家族療法の実施状況  

本調査における「家族療法」は、あらかじめ都道府県知事に申請し指定を受けた  

施設において、施設内で行うものについて調査したものである。   

平成18年度実績では、施設内で家族療法を実施している施設は、情緒障害児短期  

治療施設では約8割、それ以外の施設はいずれも約1割である。実施延べ回数につ  

いてみると、「1．延べ回数125以上」の割合は、乳児院では8．0％、児童養護施設で  

4．3％、情緒障害児短期治療施設では69．2％となっている。   

平成19年実績と平成18年度実績を比較すると、乳児院及び児童自立支援施設の  

実施状況は変わらず、児童養護施設及び情緒障害児短期治療施設では平成19年度実  

績の方が「家族療法」の実施割合が高くなっている。  

図表30 家族療法の実施状況（平成18年度実績）  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  

n＝112  n＝489   n＝26   n＝40   

9   21   18   0  

1．延べ回数125以上  
8．0％   4．3％   69．2％   0．0％   

4   0   0  

2．延べ回数75以上125未満   
0．9％   0．8％   0．0％   0．0％   

4   14   3   3  

3．延べ回数75未満  
3．6％   2．9％   11．5％   7．5％   

93   428   5   37  
4．家族療法は実施していない  

83．0％   87．5％   19．2％   92．5％   

5   22   0   0  

無回答  
4．5％   4．5％   0．0％   0．0％   

112   489   26   40  
合計  

100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   

図表31家族療法の実施状況（平成19年度実施有無）  

児童養護  
乳児院  

施設   
短期治療    支援施設  

施設   
n＝112  n＝489   ∩＝26   n＝40   

17   59   23   3  

1．有リ  
15．2％   12．1％   88．5％   7．5％   

93   415   3   37  
2．無し  

83．0％   84．9％   11．5％   92．5％   

2   15   0   0  

無回答  
1．8％   3．1％   0．0％   0．0％   

112   489   26   40  
合計 

100．0％  100．0％  100．0％  100．0％   
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○ 適切なケアを提供するために今後必要とする事柄   

今後適切なケアを児童に提供するた捌こ必要だと思う事柄に関する施設種別の結  

果は以下のとおりである（単数回答）。   

いずれの施設においても「1．人的資源の拡充」を選択した施設が最も多くみられ  

た。   

2番目は、乳児院では「3．施設設備の拡充（1T化合む）」、児童養護施設では「2．  

運営・ケア形態の追加」であり、情緒障害児短期治療施設では「3．施設設備の拡充  

（IT化合む）」、児童自立支援施設では「4．施設機能の強化・拡充」、母子生活支援  

施設では「4．施設機能の強化・拡充」となっている。  

図表32 今後必要とする事柄  

今後必要とする事柄  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療  児童自立  
施設   支援施設  母子生活 支援施設  

n＝112  n＝489   n＝26   ∩＝40   n＝240   

62   244   14   21   80  
1．人的資源の拡充  

55．4％   49．9％   53．8％   52．5％   33．3サi   

13   91   3   2   6  

2．運営・ケア形態の追加  
11．6％   18．即も   11．5％   5．09ム   2．5？も   

15   46   5   5   37  
3．施設設備の拡充（IT化を含む）  

13．4％   9．49も   19，2％   12，59i   15．4％   

41   
4．施設機能の強化・拡充  

2   10   59  

8．耶も   7．7％   25．0％   24．6％   

5．ケアが困難な児童の対応施設等の  10   30   21  

確保  8．99も   6．1％   3．8％  8．8％   

12   37   2   37  
6その他  

10．79乙   7，6％   3．8％   5．0％   15．4％   

112   489   26   40   240  
合計  

100．09も   100．0％   100．0ウも   100．0ウi   100，0ウも   

※母子生活支援施設の5の項目は「ケアが困難な母子の措置変更先施設等の確保」  
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3．児童個票  

（1）基本属性  

○ 養護問題発生理由（複数回答）   

養護問題の発生理由についてみると、乳児院では「17．母の精神障害等」、「6．両親  

の未婚」、「19．母の放任・怠だ」の順であり、同様に児童養護施設では、「19．母の放  

任・怠だ」、 「5．父母の離婚」、「17．母の精神障害等」となっている。一方、情緒障害  

児短期治療施設では「25．児童の問題による監護困難」の割合が高く、次いで「21．  

母の虐待・酷使」、「19．母の放任・怠だ」の順となっている。児童自立支援施設にお  

いても、「25．児童の問題による監護困難」の割合が高く、次いで「5．父母の離婚」、  

「19．母の放任・怠だ」と続いている。  

図表33 養護問題発生理由（複数回答）  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  
n＝3．017  n＝26．604  n＝924  n＝1．208   

1．父の死亡   0．4％   2．0％   2．5％   2．1％   

2．母の死亡   1．2％   3．4％   2．1％   2．7％   

3．父の行方不明   3．3％   3．9％   2．3％   2．7％   

4．母の行方不明   6．3％   10．5％   2．9％   4．5％   

5．父母の離婚   7．6％   21．1％   24．9％   36．3％   

6．両親の未婚   23．3％   2．9％   1．6％   0．8％   

7．父母の不和   4．8％   2．4％   4．2％   4．7％   

8．父の拘禁   3．6％   3．7％   1．7％   2．0％   

9．母の拘楽   5．6％   4．4％   1．9％   2．0％   

仙父の入院   0．4％   1．5％   0．9％   0．9％   

11．母の入院   5．2％   6．9％   2．5％   1．3％   

12．家族の疾病の付添い   0．8％   0．3％   0．4％  0．2％   

13，次子出産   1．1％   0．8％   0．5％   0．7％   

14．父の就労   5．9％   11．2％   2．6％   2．2％   

15．母の就労   13．6％   8．8％   4．3％   6．0％   

16．父の精神障害等   4．1％   1．9％   2．3％   2．5％   

1了．母の精神障害等   27．8％   16．5％   23．8％   9．8％   

18．父の放任・怠だ   4．2％   6．6％   8．8％   11．6％   

19．母の放任一怠だ   17．3％   23．0％   27．1％   26．9％   

2D．父の虐待・酷使   4．9％   9．1％   21．3％   16．6％   

21．母の虐待・酷使   8．1％   13．8％   28．8％   14．2％   

22．棄児   2．1％   0．7％   0．6％   0．7％   

23．養育拒否   11．0％   8．1％   10．1％   11．3％   

24．破産等の経済的理由   14．6％   11．8％   6．4％   3．3％   

25．児童の間是副こよる監護困難   2．2％   5．3％   45．5％   62．1％   

26．その他   16．3％   9．5％   10．8％   6．8％   

27．不詳   0．1％   0．1％   0．1％   0．5％   
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○ 主たる入所理由（母子生活支援施設のみ・単数回答）   

母子生活支援施設における主たる入所理由をみると、「1．夫などからの暴力」が最  

も多く、次いで「6．住宅事情」、「7．経済事情」となっている。  

図表34 主たる入所理由（母子生活支援施設のみ・単数回答）  

件数   ％   

1．夫などからの暴力   1．545   43．5％   

2．児童虐待   49   1．4サム   

3．入所前の家庭環境の不適切   304   臥6％   

4，母親の心身の不安定   101   2．8％   

5．職業上の理由   8   0．2％   

6．住宅事情 738   20．8％   

7．経済事情   647   18．2％   

8．その他   130   3．7ウも   

無回答   26   0．7サム   

合計   3，548   100．0％  

○ 入所前の居所  

入所前の居所は、いずれの施設でも「1．家庭」が最も多く、次いで多くみられた  

のは、乳児院では「10．柄院」、児童養護施設では「5．乳児院」、情緒障害児短期治療  

施設及び児童自立支援施設では「9．児童養護施設」である（母子生活支援施設につ  

いては本設問無し）。  

図表35 入所前の居所  

情緒障害児  
乳児院   児童養護    短期治療  児童自立  

施設  
施設  

支援施設  

n＝3．017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208   

1．家庭   57．9ワも   60．3％   71．2％   68．0ウノ乙   

2，親戚の家   1．9％   2，4％   1．8％   1．2％   

3．里親の家   0．6％   1．4％   0．9サム   1．1サも   

4．知人・友人の家   1．0サも   0．7％   0．2ウも   0．射i   

5．乳児院※   2．0サふ   19．2ウら   0．2％   0，0サム   

6．情緒障害児短期治療施設※   0．0サム   0．69も   0．8サふ   1．4ワら   

7．児童自立支援施設※   0．0ワも   0，5†ふ   0．6％   3．49ム   

8／母子生活支援施設   1．7ウも   1．＝も   0．89ら   0．1？ム   

9．児童養護施設※   0．1？ム   3．1モノら   12．2？も   13．7ワも   

10．病院   31．7qi   0．4ウム   4．5ワら   0，9？ら   

11．その他   1．90も   9．2？ら   6．4ワも   9．1ワム   

無回答   1．2？ら   1．1？ム   0．3qも   0．7？も   

合計   

※は同種類の施設の場合は、他の同種類の施設のこと  
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○ 他の入所経験施設（重複あり）   

調査時点で入所している児童が、当該施設以外に入所したことのある施設につい  

てみると、児童養護施設では「2．乳児院」が約2割と最も多く、その平均入所期間  

は21．81か月となっている。情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設におい  

ては「6．児童養護施設」がいずれも約2割と最も多く、それぞれの平均入所期間は、  

40．15か月、52．71か月となっている。   

入所経験施設数についてみると（図表37 入所経験施設の組合せ参照）、情緒障  

害児短期治療施設及び児童自立支援施設では2箇所以上の施設に入所経験のある児  

童の割合が1割弱となっている。  

国表36 他の入所経験施設（重複あり）  

乳児院   児童養護施設  情鱒障害児    児童自立支援施設  
短期治療施設  

n＝3．017  n＝26，604  n＝924  n＝1208  

平均  平均  平均  平均  
％   入所期間  

（か月）   （か月）   （か月）   （か月）   

入所経験なし   95．1％  68．5％  71％  72．0％  

＝＝ご二≡   0．6％   2．11   2．0％  18十20   1．4％  24．62   1．8％  35．14   

2．乳児院※   2．1％   4．08  22．1％  21．81   6．5％  18．65   4．1％  20．92   

3．母子生活支援施設   1．1％   4．76   1．6％  19．63   1．5％  22．43   0．5％  24．33   

4．情緒障害児短期治療施設※   0．0％   0．00   0，7％  23．89   1．2％  22．64   2．7％  22．33   

5児童自立支援施設※   0．0％   0．00   0．6％  20．35   0．8％  47．29   3．6％  10．75   

6」兄童養護施設※   0．1％   4．00   6．5％  29．94  22．6％  40．15  20．7％  52．71   

7その他   1．3％   3．82   1．1％  15．84   3．2％  11．33   2．2％  13．15   

※は同種類の施設の場合は、他の同種類の施設のこと  

図表37 入所経験施設の組合せ  

児童養護  
情緒障害児 短期  

乳児院  
施設  

治療  

。撃乱   n＝1．208   

入所経験なし   95．1％   68．5％   71．0％   72．0％   

1箇所   4，7％   28．7％   21．5％   21．3％   

2箇所   0．2％   2．4％   6．7％   5．9％   

3箇所   0．0％   0．3％   0．8％   0．7％   

4箇所   0．0％   0．0％   0．0％   0．1％   

合計   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   
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○ 家庭復帰の見通し   

家庭復帰の見通しについて才人ると、乳児院及び児童養護施設では、約5割が「3．  

家庭復帰困難又は見込み無しj となっていろ。情緒障害児短期治療施設においては  

「1．家庭復帰の見込み有り」、「2．当面甘）家庭復帰の見込みはないが、復帰に向け  

調整中」、「3．家庭復帰困難又は見込み無し」がいずれも約3割ずつみられる。児童  

自立支援施設では、約5割が「l．家庭復帰の見込み有り」であり、他の施設と比べ  

て最も高くなっている。一方「2．当面の家庭復帰の見込みはないが、復帰に向け調  

整中」、「3．家庭復帰困難又は見込みなし」がそれぞれ約2割みられる。  

国表38 家庭復帰の見通し  

情緒障害児  
乳児院   児童養護 施設   短期治療  児童自立  

施設  
支援施設  

∩＝3．017  ∩＝26，604  n＝924   n＝1，208   

1．家庭復帰の見込み有リ   18．5％   14．7％   32．7％   49．1％   

2，当面の家庭復帰の見込みはないが、  

復帰に向け調整中   
26．4％   27．0ウも   29．8％   22．4％   

3．家庭復帰困難又は見込み無し   47．0％   52．49ふ   32．69も   22，9ワも   

4．判断困難   7．6％   5」％   4．8％   5．0チふ   

無回答   0．7％   0．8％   0，2％   0．6％   

合計   100．09ら   100．0％   100．0％   100．0％  

○ 退所の見込み（母子生活支援施設のみ）   

母子生活支援施設の退所の見込みについてみると、一年以内に退所の見込みの立  

っている世帯（「l．こうかfj以内に退所見込み」及び「2．1年以内に退所見込み」）は  

3割弱であり 、また、約2割は「3．適当な住宅さえあれば退所できる」世帯となっ  

ている・〕「5．その他」としては離婚調停中、夫の暴力、借金、子どもを抱えての経済  

的自立等の問題があり復帰の見通しの立たない世帯や、1牛超後に退所見込みであ  

る世帯となっている。  

図表39 退所の見込み（母子生活支援施設のみ）  

件数   ％   

1．3か月以内に退所見込み   390   11．0％   

2．1年以内に退所見込み   583   16．49ム   

3．適当な住宅さえあれば退所できる   790   22．30も   

4．末子が18歳到達まで入所継続   356   10．0？も   

5∴その他   1．342   37．8ウも   

無回答   87   2．5？0   

合計   3．548   100．0ロム   
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○ 保護者の状況  

保護者の状況についてみると、乳児院では、「1．実父母あり」が約5割、父又は母  

親がいる（「2．実父のみ」及び「3．実母のみ」の合計）児童が約5割となっている。  

児童養護施設は、「1．実父母あり」が約2割、ひとり親（「2．実父のみ」及び「3．実  

母のみ」の合計）の児童が約6割である。情緒障害児短期治療施設では、「1．実父母  

あり」が約2割、ひとり親（「2．実父のみ」及び「3．実母のみ」の合計）の児童が約  

5割、児童自立支援施設は、「1．実父母あり」が約2割、ひとり親（「2．実父のみ」  

及び「3．実母のみ」の合計）の児童が約5割となっている。   

一方、「9．両親ともいない又は不明」の割合は、児童養護施設が9．0％と最も高く、  

次いで情緒障害児短期治療施設6．2％、児童自立視線施設5．5％、乳児院3．2％の順  

となっている。  

図表40 保護者の状況  

児童養護  
乳児院  

施設   
短期治療 施設  児 支援施設  

n＝3．017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208   

1．実父母あり   45．4％   23．1％   22．9％   21．4％   

2．実父のみ   4．0％   16．9％   10．3％   12．7％   

3．実母のみ   44．8％   39．2％   40．9％   41．2％   

4．実父一養（継）母   0．3％   2．7％   5．6％   4．3％   

5．養（継）父■実母   1．6％   7．8％   12．9％   13．4％   

6．養（継）父・養（継）母   0、1％   0．2％   0．2％   0．4％   

7．養（継）父のみ   0．1％   0．3％   0．2％   0．2％   

8．養（継）母のみ   0．1％   0．3％   0．5％   0．3％   

9．両親ともいない又は不明   3．2％   9．0％   6．2％   5．5％   

無回答   0．5％   0．6％   0．2％   0．4％   

合計   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％  

O 「保護者の状況」で「9．両親ともいない又は不明」の児童の主たる保護者   

「両親ともいない又は不明」の児童について主たる保護者をたずねたところ、い  

ずれの施設も「1．祖父母」の割合が最も高くなっている。一方「9．無し」は乳児院  

27．1％、児童養護施設19．9％、情緒障害児短期治療施設12．3％、児童自立支援施設  

11．9％となっている。  
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図表41「両親ともいない又は不明」の児童の主たる保護者  

情緒障害児  
乳児院  児童養護 施設   短期治療  児童自立  

施設  
支援施設  

n＝96   n＝2，403   ∩＝57   ∩＝67   

1．祖父母   36．5％   40．那ら   38．6％   47．8％   

2．養（継）父母の親   0．0ワも   0．2ウら   0．09ら   0．0％   

3．兄・姉   0．0％   6．8％   5．3サム   13．4％   

4．義兄一義姉   0．0％   0，6％   0．0ウム   0．0％   

5．伯（叔）父母   1．0％   16．59も   24．6％   13．4％   

6．義伯（叔）父母   0．0％   1，8％   1．8％   1．5％   

7．里親   1．0％   1．9％   5．3％   3．0サム   

8．その他   5．2％   4．7％   7．0％   6．09i   

9．無し   27．1％   19．9％   12．3％   11．9％   

10．不明   27．1％   4．89も   5．3％   3．0％   

無回答   2．1％   2，39も   0，0％   0．0％   

合計   100．0ウも   100．0％   100．0％   100．0％   
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（2）保護者の状況  

○ 養育の困難度   

保護者の養育の困難度を、「1．身体疾患・身体障害による養育困難度」、「2．知的障  

害による養育困難度」、「3．精神障害による養育困難度」についてそれぞれ評価を行  

った。その結果、それぞれ「1．疾患障害のため養育できない状態」と「2．養育でき  

るものの困難を引き起こす状態」を合計した割合についてみると、「3．精神障害によ  

る養育困難度」が約2割と最も高く、次いで「2．知的障害による養育困難度」約1  

割、「1．身体疾患・身体障害による養育困難度」5％弱となっている（いずれも「5．  

判断困難」の割合が約1割から約2割ある）。  

図表42 養育の困難度  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  

n＝3．017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208   

1．疾患・障害のため養育できない状態   1．5％   2．5％   1．5％   0．9％   

2．養育できるものの困難を引き起こす状態 1．8％   2．4％   3．7％   1．9％   

3．多少の困難はあるが養育できる状態   1．8％   2．7％   4．5％   2．2％   

4．養育については問題ない   77．3％   74．1％   84．2％   83．5％   

5．判断困難   13．1％   13．0％   5．0％   7．8％   

無回答   4．6％   5．3％   1．1％   3．7％  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  
∩＝3，017  n＝26，604  n＝924   n＝1，208   

1．疾患・障害のため養育できない状態   5．0％   2．8％   1．0％   0．5％   

2．養育できるものの困難を引き起こす状態   7．2％   4．4％   5．0％   1．7％   

3．多少の困難はあるが養育できる状態   4．4％   3．5％   3．5％   2．7％   

4．養育については問題ない   60．8％   68．6％   80．7％   81．3％   

5．判断困難   18．3％   15．5％   8．8％   10．1％   

無回答   4．3％   5．2％   1．1％   3．6％  

乳児院   

児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  
∩＝3，017  n＝26．604  n＝924  n＝1，208   

1．疾患・障害のため養育できない状態   9．7％   7．4％   7．6％   2．4％   

2．養育できるものの困難を引き起こす状態   10．0％   7．3％   14．8％   5．2％   

3．多少の困難はあるが養育できる状態   6．3％   4．4％   8．1％   3．4％   

4．養育については問題ない   50．8％   59．7％   57．1％   74．3％   

5判断困難   19．1％   16．2％   11．4％   11．5％   

無回答   4．0％   5．0％   1．0％   3．2％   
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○ 養育に関する問題状況   

保護者の養育に関する問題状況について、「1．人格障害傾向」、「2．抑うつ傾向、「4．  

千どもへの愛着形成困難」についてみると、いずれの施設においても約1割から約  

2割それぞれの傾向がみられる。なお、情緒障害児短期治療施設では「4．子どもに  

対する愛着形成困難」が3割弱ある。  

図表43 養育に関する問題状況  

児童養護  
乳児院  

施設   短期治療    支援施設  
施設   

n＝3，017  n＝26．604  n＝924   n＝1，208   

1．有リ   12．4％   9．8％   19．8％   8，9％   

2．無し   60．6％   64．2％   58．1％   72．1％   

3判断困難   23．7％   22．4％   21．1％   17．59i   

無回答   3．3％   3．6％   1．0％   1．4ウも  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  
n＝3．017  n＝26．604  n＝924   n＝1，208   

1．有リ   18．7ウも   13．0％   19．9％   9，9ワ′も   

2．無し   54．8％   61．69も   58．8％   72．49も   

3判断困難   23．3％   21＿7％   20，3％   16．3％   

無回答   3．29も   3．6％   1．0％   1．5ウも  

児童養護  
乳児院  

施設   
短期治療    支援施設  

施設   

n＝3．017  n＝26，604  ∩＝924   n＝1，208   

1．有り   2．4％   4．7％   4．0％   5．即も   

2．無し   70．9％   69．89も   79．5ウも   77．79ム   

3．判断困難   23．4？も   21．7ワも   15．6％   14．79ら   

無回答   3．3％   3．8％   0．99も   1．7％  

児童養護  
情緒障害児   

乳児院  
施設  短期治療    支援施設  

施設   
∩＝3．017  n＝26．604  n＝924   ∩＝1．208   

1．有リ   21．‖ふ   18．0％   28．19乙   20．69ら   

2．無し   52．19ら   57．0ワら   51．29も   57．99も   

3．判断困難   23．89も   21．29ム   19．2ウも   19．9ワら   

無回答   2．9ウノi   3．8？も   1．59ら   1．7？ふ   
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（3）入所世帯の状況（母子生活支援施設のみ）  

○ 世帯の基本属性   

母子生活支援施設に入所している世帯の約半数が、児童数1人の世帯であり、多  

子世帯は少ない。母親の年齢をみると、30代をピークに20歳未満から50歳以上ま  

で幅広い年齢階層の入所がみられる。また、生活保護を受給している世帯は約4割  

である。  

図表44 児童数（母子生活支援施設のみ）  

母子生活支援施設 n＝3．548   

児童数   世帯件数   ％   

1人   1．906   53．7％   

2人   1．134   32．0％   

3人   386   10．9％   

4人   82   2．3％   

5人   22   0．6％   

6人以上   5   0．1％   

不明   13   0．4％   

合計   3，548   100．0％   

図表45 母親の年齢（母子生活支援施設のみ）  

母子生活支援施設 n＝3，548   

母親の年齢  世帯件数   ％   

1．19歳以下   23   0．6％   

2．20～24歳   222   6．3％   

3．25～29歳   573   16．1％   

4．30～34歳   811   22．9％   

5．35～39歳   915   25．8％   

6．40～44歳   601   16．9％   

7．45～49歳   263   7．4％   

8．50歳以上   114   3．2％   

9．不明   26   0．7％   

合計   3．548   100．0％   

図表46 生活保護受給の有無（母子生活支援施設のみ）  

母子生活支援施設 n＝3β48   

生活保護受給 の無  件数   
有  

％   

1点り   1．340   37．8％   

2．無し   2．192   61．8％   

無回答   16   0．5％   

合計   3．548   100．0％   
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○ 母親の就業状況  

母子生活支援施設に入所している世帯の母親の半数が、「3．臨時・日雇い・パート」  

の就業を行っている。「5．末就業」の割合は2割強である。末就業の理由としては「4．  

精神的・身体的な障害がある」が最も多く、次いで「6．求職中（条件にあった求人  

がない等）」である。  

図表47 母親の就業状況（母子生活支援施設のみ）  

母子生活支援施設 n＝3．548   

母親の就業状況   件数   ％   

1．事業主   7   0．2％   

2．常勤勤労者   629   17．7％   

3．臨時・日雇・パート   1．969   55．5％   

4．その他就業   49   1．4％   

5．未就業   868   24．5％   

6．不明   7   0．2ウi   

無回答   19   0．5％   

合計   3，548   100．0サム   

図表48 未就業の理由（母子生活支援施設のみ）  

母子生活支援施設 ∩＝868   

未就業の理由   件数   ％   

1．技術を身につけるため講習・学校等に通って   
就業準備中   

57   6．6％  

2．乳幼児等の世話がある   97   11．2％   

3．疾病がある、若しくは虚弱である   112   12．9ワ乙   

4．精神的・身体的な障害がある   227   26．2％   

5．児童に障害・疾病があり介護が必要   18   2．1サム   

6．求職中（条件にあった求人がない等）   201   23．29ら   

7．就労意欲がない・就労習慣が   

身についていない   
82   9．4ウも  

8∴その他   61   7．0ワi   

無回答   2．693  

合計   868   100．0ワム   
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（4）入所児童の心身の状況  

○ 児童の情緒■行動上の問題状況（複数回答）   

入所児童の情緒・行動上の問題状況について、「やや疑いあり」以上の回答割合が  

比較的高かった事項（各項目（「疑いなし」、「やや疑いあり」、「疑いあり」、「確かに  

問題あり」）の合計に対し、「やや疑いあり」、「疑いあり」、「確かに問題あり」の3  

つの回答の合計割合が2割以上を占めるもの）6は、以下のとおりである。   

乳児院では、児童の年齢が低いため評価できない項目があることから評価された  

児童数が限られているが、2項目が該当し、「8．知的障害」、「7．言語能力の発達遅延・  

障害」の順に多くみられる。   

児童養護施設では5項目が該当し、「4．反社会的行動傾向」、「3．注意欠陥・多動傾  

向」、「6．学習障害傾向」、「9．集団不適応」、「15．知的障害」の順に多くみられる。   

情緒障害児短期治療施設では11項目が該当し、その中でも5割を超えているのは、  

多い方から順に「9．集団不適応」、「2．養育者との関係性」、「4．反社会的行動傾向」  

である。その他は、「3．注意欠陥・多動傾向」、「6，学習障害傾向」、「16．施設内にお  

ける他児へのいじめ」、「15．知的障害」、「17．施設内における他児からのいじめ」、「5．  

抑うつ傾向」、「1．自閉的傾向」、「14．言語能力の発達遅延・障害」の順に多くみられ   

る。   

児童自立支援施設では10項目が該当し、その中でも5割を超えているのは、多い  

方から順に「4．反社会的行動傾向」、「9．集団不適応」、「2．養育者との関係性」であ  

る。順番は異なるが、情緒障害児短期治療施設と同じ3項目が挙がっている。その  

他は、「3．注意欠陥・多動傾向」、「16．施設内における他児へのいじめ」、「6．学習障  

害傾向」、「7．物質使用」、「17．施設内における他児からのいじめ」、「15．知的障害」、  

「14．言語能力の発達 遅延・障害」の順に多くみられる。   

母子生活支援施設では2項目が該当し、「9．集団不適応」、「3．注意欠陥・多動傾向」  

の順に多くみられる。  

6「評価対象外」（評価対象年齢に該当しない等の理由により回答がなかった）、「判断国難」とされた児童  
及び無回答を除いた上で回答割合をみている。  
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図表49 情緒・行動上の問題状況【乳児院】7（複数回答）  

【乳児院】  

集計対象児童数 3，017人   

※項目横の（）内は各項目の評価対象児童数  

0ワb  20P8  40？ら  60ウi  80ウi  lOOウi  

1．自閉的傾向（2．755人）  

2．養育者との関係性（1．421人）  

3．注意欠陥■多動傾向（1．355人）  

4．反社会的行動傾向（1，293人）  

5．自傷行為（1．307人）  

6．排泄問題（185人）  

7言語能力の発達遅延・障害  

（1．323人）  

8．知的障害（692人）  

9．施設内における他児へのいじめ  

（600人）   

10／施設内における他児からのいじめ  
（596人）  

□疑いあり  ■確かに問題あリ  □やや疑いあり  

乳児院に二i′jいtこけ、比手酌U竜ノ†け〕項目′工■除き全川・■封］‾＝集計していろ  
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図表50 情緒・行動上の問題状況【児童養護施設】（複数回答）  

【児童養護施設】  

集計対象児童数 26．604人  

※項目横の（）内は各項目の評価対象児童数  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

1．自閉的傾向（23，271人）  

2．養育者との関係性（17，178人）  

3．注意欠陥・多動傾向（23．186人）  

4．反社会的行動傾向（25，982人）  

5．抑うつ傾向（20．914人）  

6．学習障害傾向（18，215人）  

7．物質使用（15．051人）  

8．自傷行為（25．805人）  

9．集団不適応（20．962人）  

10．社会的引きこもり（7，678人）  

11．排泄問題（14．724人）  

12．摂食障害傾向（20．947人）  

13．睡眠問題（20．980人）  

14．言責吾能力の発達遅延・障害  

（25．956人）  

15．知的障害（25，683人）   

16．施設内における他児へのいじめ  
（25．710人）   

17．施設内における他児からのいじめ  
（25．559人）  

□疑いなし  ロやや疑いあリ  ロ疑いあり  ■確かに問題あリ  
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図表51情緒・行動上の問題状況【情緒障害児短期治療施設】（複数回答）  

【情緒障害児短期治療施設】  

集計対象児童数 924人  

※項目横の（）内は各項目の評価対象児童数  

0ワム  20Dら  40†i  60％  80ワも  100ワb  

1．自閉的傾向（793人）  

2．養育者との関係性（559人）  

3．注意欠陥・多動傾向（806人）  

4．反社会的行動傾向（887人）  

5．抑うつ傾向（867人）  

6．学習障害傾向（808人）  

7．物質使用（703人）  

8．自傷行為（874人）  

9．集団不適応（908人）  

10．社会的引きこもり（366人）  

1り非泄問題（562人）  

12．摂食障害傾向（875人）  

13．睡眠問題（873人）  

14，言語能力の発達遅延・障害  

（873人）  

15．知的障害（882人）   

16．施設内における他児へのいじめ  

（888人）  

17．施設内における他児からのいじめ  

（877人）  

」」ヨ旦二生ヒ  ロやや疑いあリ  ロ疑いあり  田確かに問題あリ   

4〔）  



図表52情緒・行動上の問題状況【児童自立支援施設】（複数回答）  

【児童自立支援施設】  

集計対象児童数1，208人  

※項目横の（）内は各項目の評価対象児童数  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

1．自閉的傾向（1月73人）  

2．養育者との関係性（562人）  

3．注意欠陥■多動傾向（1，087人）  

4．反社会的行動傾向（1．179人）  

5．抑うつ傾向（1．161人）  

6．学習障害傾向（1，091人）  

7．物質使用（1．148人）  

8．自傷行為（1，160人）  

9．集団不適応（1．170人）  

10．社会的引きこもり（537人）  

11．排き世間題（498人）  

12．摂食障害傾向（1．130人）  

13．睡眠問題（1．126人）  

14．言言吾能力の発達遅延■障害  

（1．155人）  

15．知的障害（1．154人）   

16．施設内における他児へのいじめ  
（1．173人）   

17．施設内における他児からのいじめ  
（1．162人）  

口疑いなし  □やや疑いあり  臼疑いあり  ■確かに問題あリ  
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図表53 情緒・行動上の問題状況【母子生活支援施設】（複数回答）  

【母子生活支援施設】  

集計対象児童数 5，768人  

※項目横の（）内は各項目の評価対象児童数  

0ヤi  20q乙  40ウi  60りも  80ワム  100ぅも  

1，自閉的傾向（5，284人）  

2．養育者との関係性（4，104人）  

3．注意欠陥・多勤傾向（4．91Z人）  

4．反社会的行動傾向（5、100人）  

5．抑うつ傾向（3，173人）  

6．学習障害傾向（2，902人）  

7．物質使用（1．840人）  

8．自傷行為（5，076人）  

9．集団不適応（3，192人）  

10．社会的引きこもり（807人）  

11．排泄問題（2．835人）  

12．摂食障害傾向（3．185人〉  

13．睡眠問是喜（3．184人）  

14言語能力の発達遅延・障害  
（5．128人）  

15．知的障害（4，836人）   

16．施設内における他児へのいじめ  
（4，816人）   

17】施設内における他児からのいじめ  

（4．795人）  

ロやや疑いあり  口疑いあリ  重コ  
r‘∴▼‾‾－∴‘■”1’‾一  

口疑いなし  
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○ 母親の情緒・行動上の問題状況と母子関係に関わる問題状況（複数回答）   

母子生活支援施設に入所している世帯の母親及び母子関係に関する情緒・行動上  

の問題状況について、「やや疑いあり」以上の回答割合が比較的高かった事項（各項  

目（「疑いなし」、「やや疑いあり」、「疑いあり」、「確かに問題あり」）の合計に対し、  

「やや疑いあり」、「疑いあり」、「確かに問題あり」の3つの回答の合計割合が3割  

以上を占めるもの）8は、以下のとおりである。   

母親の情緒・行動上の問題では7項目が該当し、「6．生育歴に依拠するもの」、「3．  

計画的な消費など金銭管理」、「15．対人コミュニケーション上の問題」、「1．家事能力  

の不足、家事への負担感」、「13．性格上の問題」、「2．生活リズムの乱れ」、「8．不定愁  

訴など心理面での訴え」の順に多くみられる。   

さらに、母子関係に関わる問題では、2項目が該当し、「2．育児・養育力（知識）  

の不足」、「5．価値観の強要」の順に多くみられる。  

8「判断困難」とされた母親及び無回答を除いた上で回答割合をみている。  
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図表54 母親に関する情緒・行動上の問題状況【母子生活支援施設】（複数回答）  

【母子生活支援施設】  

集計対象世帯数 3．548世帯  

※項目横の（）内は各項目の評価対象世帯数  

0サム  20ウも  40？i  60ヤi  809♭  100ワも  

1．家事能力の不足、家事への負担感  
（3．518人）  

2．生活リズムの乱れ（3．515人〉  

3．計画的な消費など金銭管理  

（3．476人）   

4．書類の理解、作成等識字に関る課題  
（3，515人）   

5，言葉、生活文化の違い等による課題  
（3．505人）  

6．生育歴に依拠するもの（3．414人）  

7，慢性疾患や障害（3．508人）  

8，不定愁訴など心理面での訴え  

（3，488人）  

9．依存傾向（3，503人）  

10．自傷行為（3．503人）  

11‡要食障害傾向（3．497人）  

12．抑うつ傾向（3，492人）  

13．性格上の問題（3．498人）  

14．精神状態（3，487人）  

15．対人コミュニケーション上の問題  

（3．492人〉  

□やや疑いあリ  口疑いあり  隠確かに問題あリ   
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図表55母親に関する情緒・行動上の問題状況【母子生活支援施設】（複数回答）  

【母子生活支援施設】  

集計対象世帯数3．548世帯  

※項目横の（）内は各項目の評価対象世帯数  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

1．子どもへの愛着形成の困難  

（3．511人）   

2．育児・養育力（知識）の不足  

（3．507人）  

3．虐待傾向（3．501人）  

4．密着、抱え込み状態  

（3，496人）   

5．価値観の強要（3．503人）  

6．母子の逆転（3．467人）  

ロ疑いなし  ロやや疑いあり  田疑いあり  ■確かに問題あリ  
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○ 身体疾患・身体障害の状況  

入所児童の身体疾患・身体障害の状況をみると、乳児院及び情緒障害児短期治療  

施設では約3割、児童養護施設では約2割、児童自立支援施設及び母子生活支援施  

設においても2割弱の児童について、身体疾患・身体障害がみられる。   

具体的な疾患名をみるといずれの施設においても「：∃．アトピー性皮膚炎」や「7．  

喘息」、 「8．喘息以外のアレルギーの病気」等のアレルギー性疾患が多くみられ、そ  

の他「6．耳鼻科・眼科の病気」も多くみられる。  

国表56 身体疾患・身体障害の有無  

情緒障害児  
乳児院   

児童養護 施   短期治療  児童自立  

設  
施設  

支援施設   

∩＝3，017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208  n＝5．768   

1．有リ   28．7％   22．2％   29．89も   16．1％   14．6％   

2無し   58．9％   76．4％   69．3％   83．3％   82．7！も   

無回答   12．4％   1，射乙   1．0％   0．即も   2．8％   

合計   100．0％   100．0％   100、0％   100．0％   100．09ふ   

図表57 身体疾患・身体障害の種類（複数回答）  

乳児院   児童養護 施設  情緒障害児 短期治療  母子生活  
施設   支援施設   支援施設  

n＝3，017  n＝26′604  n＝924   n＝1，208  nニ5．768   

1．外科系   2．2％   0．7ウら   1．2ワi   0．8？も   0．39ら   

2．内臓系   3．4％   1．3ウも   2．4％   1．1％   0．9％   

3．アトピー性皮膚炎   6．1？ら   5．1％   4．9％   3．2ウら   3．4％   

4．アトピー以外の皮膚の病気   2．59i   1．7ワも   2．39ら   2．1？ら   0．6％   

5．泌尿器の病気   0．99も   0．9サふ   1．6サム   0．7％   0．5ウら   

6．茸鼻科・眼科の病気   5．7％   6．0％   6．3？も   2．5％   2．4ウも   

7．瑞息   7．6サム   4．5ウム   5，6％   2．29ら   5．19も   

8．喘息以外のアレルギーの病気   2．6％   2．5ワ′i   5．3？′乙   3．1ワ乙   1．59ふ   

9．視覚障害   2．2ワも   0．99も   0．9ワも   0．59ム   0．4ワも   

10聴覚障害（難聴）   1、5？も   0．5％   0．6ワも   0．6％   0．3ウも   

11言語・音声障害（ろうあ）   1．7％   0．7ワら   0．3？も   0，即も   0．6％   

12．肢体不自由   2．4ワ乙   0．4？も   0．8？′乙   0．2サム   0．3ワら   

13内部（内臓）障害   1．59ら   0．4？ム   0．6？も   0．1ワも   0．3ウノら   

14免疫機能障害   0．29ら   0．1qも   0．1ワら   0．0？ら   0．2ワも   

15．その他   10．59も   3．6ワ乙   4．2ワら   1．8ワら   2．79乙   

※ 入所児童全体に占める割合  
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○ 発達障害・行動障害等の状況  

入所児童の発達障害・行動障害等の状況をみると、情緒障害児短期治療施設では  

約7割の児童が「診断有り又は疑い有り」である。児童自立支援施設では約4割、  

児童養護施設では約2割、乳児院及び母子生活支援施設では約1割の児童が該当し  

ている。発達障害・行動障害等の種類別にみると、いずれの施設においても、「1．  

発達障害系」が最も多く、次いで「2．行動障害系」、「3．不安障害系」の順となって  

いる。「1．発達障害系」は、「疑い有り」を含めると、乳児院と児童養護施設でも1  

割以上の児童が該当している。児童養護施設では、「2．行動障害系」も1割弱の児童  

が該当している。乳児院については、入所児童の年齢が低く評価困難であることも  

あり「1．発達障害系」以外は割合は低い。  

図表58 発達障害・行動障害等の有無  

乳児院   
児童養護 施設  情緒障害児 短期治療  

施設   
支援施設   

n＝3，017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208  n＝5，768   

1．診断有り又は疑い有り   13．3％   20．0％   69．3％   39．6％   12．0％   

2．無し   85．7％   79．0％   29．8％   59．6％   84．7％   

無回答   1．0％   1．0％   1．0％   0．8％   3．3％   

合計   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   
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